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令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
一
一
八
）
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
）
中
の
訂
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…
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…
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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
号

　

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

申
請
の
概
要

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

１　

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

大
分
市
大
字
旦
野
原
七
百
番
地

　
　
　
　

国
立
大
学
法
人　

大
分
大
学

　
　
　
　
　

学
長　

北　

野　

正　

剛

　

２　

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
　

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一
番
地

　
　
　

大
分
大
学
挾
間
キ
ャ
ン
パ
ス

　

３　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

　
　
　

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
七
十
一
号
の
二　

　
　

イ　

洗
浄
施
設

種

類

洗
浄
施
設

能

力

①

〇
・
二
四
㎥　
　

二
基

②

〇
・
〇
九
㎥　
　

二
基

③

〇
・
〇
七
㎥　
　

二
基

④

〇
・
一　

㎥　
　

一
基

⑤

〇
・
二
三
㎥　
　

一
基

⑥

〇
・
〇
二
㎥　
　

九
基

⑦

〇
・
〇
七
㎥　
　

五
基

⑧

〇
・
〇
二
㎥　

一
一
基

⑨

〇
・
〇
五
㎥　
　

一
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

令
二
・
一
二
・
二
一

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
三
・
八
・
三
一

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
三
・
九
・
一

使

用

時

間

間

隔

間
欠

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

八
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

①

〇
・
四
八

　
　

〇
・
五
九

（
告
示
）
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十
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二

②

〇
・
一
八

　
　

〇
・
二
二

③

〇
・
一
四

　
　

〇
・
一
七

④

〇
・
一　

　
　

〇
・
一
二

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

㎥
／
日

⑤

〇
・
二
三

　
　

〇
・
二
八

⑥

〇
・
一
八

　
　

〇
・
二
二

⑦

〇
・
三
五

　
　

〇
・
四
三

⑧

〇
・
二
二

　
　

〇
・
二
七

⑨

〇
・
〇
五

　
　

〇
・
〇
六

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

六
～
八

六
～
八

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎

／
ℓ

一
〇
〇　
　

一
〇
〇　
　

浮

遊

物

質

量

㎎

／
ℓ

　

六
〇　
　

　

八
〇　
　

窒

素

含

有

量

㎎

／
ℓ

　
　

五　
　

　
　

七　
　

り

ん

含

有

量

㎎

／
ℓ

　
　

三　
　

　
　

五　
　

　

４　

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

　
　
　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
は
、
全
て
公
共
下
水
道
へ
放
流
す
る
。

　

５　

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

排

水

口

名

排
水
口
Ａ

一

日

当

た

り

の

排

出

水

量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

㎥
／
日

二
三
五
・
二

三
〇
八
・
七

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

六
・
一
～
六
・
五

六
・
一
～
六
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎

／
ℓ

一
・
二
五　

二
・
五　

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎

／
ℓ

三

六

浮

遊

物

質

量

㎎

／
ℓ

〇

〇

窒

素

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
・
六
二
五

三
・
二
五

（
告
示
）

り

ん

含

有

量

㎎

／
ℓ

〇
・
六
二
五

一
・
二
五

そ

の

他

参

考

と

な

る

べ

き

事

項

公
共
用
水
域
へ
の
排
出
は
逆
浸
透
膜
設
備
の
濃
縮
排
水
の
み

二　

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
二
月
四
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
由
布
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

杵
築
市
大
田
俣
水
字
坊
ケ
迫
五
一
八
五
番
、
五
一
八
六
番
一
、
五
一
八
六
番
二
、
五
一
八
八
番
、
五
一

　

八
九
番
、
五
二
〇
〇
番
一
、
字
竹
ノ
本
五
二
〇
一
番
、
五
二
〇
二
番
、
五
二
〇
三
番
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

東
部
振
興
局
並
び
に
杵
築
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

三

（
告
示
）

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

宇
佐
市
安
心
院
町
元
字
船
ケ
谷
四
八
一
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
山
国
町
吉
野
字
古
野
二
二
三
番
一
、
二
二
七
番
、
二
三
〇
番
、
二
三
一
番
、
二
三
四
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
古
野
二
二
三
番
一
・
二
三
〇
番
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

　
　
　

二
三
一
番
、
二
三
四
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
平
寒
水
二
八
二
〇
番
一
、
二
八
二
二
番
、
二
八
二
五
番
、
字
迫
二
八
五
五
番

　

一
、
二
九
〇
九
番
、
二
九
一
〇
番
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
平
寒
水
二
八
二
〇
番
一
・
二
八
二
二
番
・
二
八
二
五
番
・
字
迫
二
八
五
五
番
一
・
二
九
〇
九

　
　
　

番
・
二
九
一
〇
番
二
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

四

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
白
岩
三
一
二
六
番
二
、
三
一
二
七
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字

　

東
三
一
四
四
番
二
、
字
東
ノ
上
三
一
七
〇
番
、
三
一
七
一
番
、
三
一
七
五
番
、
三
一
七
六
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
白
岩
三
一
二
六
番
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
一
二
七
番
、
字
東
三
一
四
四
番

　
　
　

二
・
字
東
ノ
上
三
一
七
〇
番
・
三
一
七
一
番
・
三
一
七
五
番
・
三
一
七
六
番
（
以
上
五
筆
に
つ
い

　
　
　

て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

（
告
示
）

　
　

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
尾
迫
三
七
五
一
番
、
三
七
五
二
番
、
三
七
五
三
番
一
、
三
七
五
七
番
、
三
七
五

　

八
番
一
、
三
七
五
九
番
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
尾
迫
三
七
五
一
番
・
三
七
五
二
番
・
三
七
五
三
番
一
・
三
七
五
七
番
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
、

　
　
　

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
七
五
八
番
一

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

豊
後
大
野
市
千
歳
町
柴
山
字
柳
平
上
二
〇
八
四
番
、
二
〇
八
五
番
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

五

（
告
示
）

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

豊
肥
振
興
局
並
び
に
豊
後
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
区

域
の
名

称　
　

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類　
　

区
域
の

表
示　

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項　
　
　
　
　

備　

考

上
高
江

②
🄐

大
分
市

大
字
中

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
大
分
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

上
高
江

②
🄑

大
分
市

大
字
中

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
高
江

②
🄒

大
分
市

大
字
中

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
高
江

大
分
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

②
🄓

大
字
中

判
田

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

上
高
江

③

大
分
市

大
字
中

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
高
江

④
🄐

大
分
市

大
字
中

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
高
江

④
🄑

大
分
市

大
字
中

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
高
江

⑤

大
分
市

大
字
中

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
崎
４

丁
目

大
分
市

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
分
市

細
八
丸

🄐

大
分
市

大
字
細

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
分
市

細
八
丸

🄑

大
分
市

大
字
細

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

河
内
🄑

🄐

大
分
市

大
字
本

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

六

神
崎

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

河
内
🄑

🄑

大
分
市

大
字
本

神
崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

河
内
🄑

🄒

大
分
市

大
字
本

神
崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

浦
山
🄐

大
分
市

大
字
上

判
田
・

大
分
市

高
江
西

３
丁
目

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

浦
山
🄑

大
分
市

大
字
上

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

浦
山
🄒

大
分
市

大
字
上

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

浦
山
🄓

大
分
市

大
字
上

判
田
・

大
分
市

高
江
西

３
丁
目

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

浦
山
🄔

大
分
市

大
字
上

判
田
・

大
分
市

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
江
西

４
丁
目

火
振
🄐

大
分
市

大
字
宮

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

火
振
🄑

大
分
市

大
字
宮

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

火
振
🄒

大
分
市

大
字
宮

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

永
興
５

組
の
１

🄑

大
分
市

大
字
永

興

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

永
興
５

組
の
１

🄒

大
分
市

大
字
永

興

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

萌
葱
台

🄐

大
分
市

大
字
市

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

萌
葱
台

🄑

大
分
市

大
字
市

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

笹
越
川

大
分
市

大
字
中

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り
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七

上
浦
川

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
浦
川

２
②

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
浦
川

３
②

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
浦
川

５
②

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
浦
川

４
②

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
浦
川

７

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
浦
川

８

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
浦
川

６

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
原
川

大
分
市

大
字
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

佐
上

轟
川
支

川

大
分
市

大
字
木

佐
上

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

西
谷
東

大
分
市

大
字
大

平

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

吉
原
🄐

大
分
市

大
字
廻

栖
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

吉
原
🄑

大
分
市

大
字
廻

栖
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

産
寝

大
分
市

大
字
河

原
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

立
野
🄐

大
分
市

大
字
河

原
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
渕

大
分
市

大
字
河

原
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
助

大
分
市

大
字
竹

中

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
告
示
）



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

八

萱
場

大
分
市

大
字
瑞

登

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
辛
幸

大
分
市

大
字
志

生
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

諸
本

大
分
市

大
字
市

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

赤
井
🄐

大
分
市

大
字
木

佐
上

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

東
上
②

大
分
市

大
字
葛

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

森
①

大
分
市

大
字
森

・
大
分

市
大
字

横
尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
原
③

大
分
市

大
字
横

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

岡
原
①

大
分
市

大
字
横

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鴨
園

大
分
市

大
字
横

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

岡
原
②

大
分
市

大
字
横

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
島
🄐

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
島
🄑

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
島
🄒

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄐

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄑

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄒

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

大
分
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

（
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九

🄓

大
字
佐

賀
関

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

藤
生
⑦

🄔

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄕

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄖

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄗

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄘

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄙

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄚

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄛

大
分
市

大
字
佐

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

賀
関

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

藤
生
⑦

🄜

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑦

🄝

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

白
浜
🄐

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

白
浜
🄑

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

岡
田
④

大
分
市

大
字
志

生
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

勝
ヶ
平

②
🄐

大
分
市

大
字
種

具

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

勝
ヶ
平

②
🄑

大
分
市

大
字
種

具

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

広
内
⑫

大
分
市

大
字
広

内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
告
示
）



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
〇

区
域

下
詰
①

大
分
市

大
字
下

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

南
生
石

西
①
🄐

大
分
市

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

南
生
石

西
①
🄑

大
分
市

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

南
下
郡

東
②

大
分
市

大
字
下

郡

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

横
原

大
分
市

大
字
千

歳
・
大

分
市
大

字
小
池

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

森
③

大
分
市

大
字
森

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

森
②

大
分
市

大
字
森

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
白
木

⑤

大
分
市

大
字
八

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

幡

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

米
良
上

⑦

大
分
市

大
字
片

島

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

徳
尾

大
分
市

大
字
岡

川

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

平
原

大
分
市

大
字
上

判
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
黒

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宝
蔵
寺

大
分
市

大
字
木

佐
上

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
河
内

大
分
市

大
字
志

生
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

本
谷

大
分
市

大
字
白

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

室
生

大
分
市

大
字
白

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

塩
矢
倉

大
分
市

大
字
一

尺
屋

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
告
示
）



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
一

旭
町

大
分
市

大
字
永

興

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

に
じ
が

丘
１
丁

目

大
分
市

大
字
金

谷
迫
・

大
分
市

大
字
三

芳

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
①

🄐

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
①

🄑

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
①

🄒

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

黒
砂
①

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
③

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
④

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑤

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑥

🄐

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑥

🄑

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藤
生
⑥

🄒

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

黒
砂
②

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

木
佐
上

北

大
分
市

大
字
木

佐
上

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

青
石
🄐

大
分
市

大
字
木

佐
上

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

青
石
🄑

大
分
市

大
字
木

佐
上

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
原
②

大
分
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

（
告
示
）



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
二

大
字
木

佐
上

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

赤
井
②

大
分
市

大
字
木

佐
上

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

旦
野
原

⑤
🄑

大
分
市

大
字
旦

野
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

塩
ノ
本

大
分
市

大
字
下

原
・
大

分
市
大

字
辻
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

井
ノ
上

大
分
市

大
字
今

市

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

天
神
谷

川

大
分
市

大
字
永

興

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

志
手
川

大
分
市

大
字
駄

原
・
大

分
市
大

字
三
芳

・
大
分

市
新
春

日
町
２

丁
目

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

福
原
谷

大
分
市

大
字
三

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

芳

災
害
特
別
警
戒

区
域

舟
ヶ
平

大
分
市

大
字
野

津
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

亀
ノ
上

大
分
市

大
字
入

蔵
・
大

分
市
大

字
野
津

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
際
谷

🄑

大
分
市

大
字
入

蔵

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
沢

大
分
市

大
字
高

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

杵
ヶ
原

🄑

大
分
市

大
字
荷

尾
杵
・

大
分
市

大
字
高

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
神
川

中
津
市

山
国
町

草
本

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
中
津
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

竹
川

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
告
示
）



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
三

市
平
上

川

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
上

川
２

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

川

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

川
⑵

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

金
鉢
🄐

中
津
市

山
国
町

槻
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

金
鉢
🄑

中
津
市

山
国
町

槻
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

金
鉢
🄒

中
津
市

山
国
町

槻
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柚
ノ
木

中
津
市

山
国
町

槻
木
・

中
津
市

山
国
町

草
本

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
ノ
原

中
津
市

土
砂
災
害
警
戒

土
石
流

別
図
の

別
図
の
と
お
り

山
国
町

草
本

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

と
お
り

切
シ
キ

中
津
市

山
国
町

平
小
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

秋
桐

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

前
田
🄐

①

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

前
田
🄐

②

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

城
台
🄑

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

羽
山

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

白
水

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

カ
イ
の

平
①

中
津
市

山
国
町

長
尾
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
告
示
）



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
四

区
域

カ
イ
の

平
②

中
津
市

山
国
町

長
尾
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

玉
取

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

釣
鐘
山

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

轟
前

中
津
市

山
国
町

槻
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竹
🄐

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竹
🄑

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

石
原
🄐

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

石
原
🄑

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

桑
原
２

🄐

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

桑
原
２

🄑

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

①
🄐

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

①
🄑

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

②

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

③

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

芝
原
🄑

中
津
市

耶
馬
渓

町
大
字

金
吉

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

芝
原
🄒

中
津
市

耶
馬
渓

町
大
字

金
吉

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
上

中
津
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

（
告
示
）



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
五

①

山
国
町

宇
曽

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

市
平
上

②
🄐

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
上

②
🄑

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
上

③

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
上

④

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
上

⑤

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
上

⑥

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

⑤

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

⑥

中
津
市

山
国
町

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宇
曽

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

市
平
下

⑦

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

⑧

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
下

⑩

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
平
上

⑦

中
津
市

山
国
町

宇
曽

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災

害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
、
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
を

解
除
す

る
区
域

の
名
称

所
在
地

指
定
の

区
分　

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類　
　

指
定
年

月
日
及

び
告
示

番
号　

区
域
の

表
示　

法
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十

三
年
政
令
第
八
十

備　
　

考

（
告
示
）



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
六

四
号
）
で
定
め
る

事
項　
　
　
　
　

高
崎
四

丁
目　

大
分
市

高
崎　

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域　

急
傾
斜

地
の
崩

壊　
　

平
成
十

九
年
三

月
三
十

日
大
分

県
告
示

第
四
百

三
号　

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、
省

略
し
、
大
分
土
木
事

務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

○
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
七
号

　

令
和
三
年
度
大
分
県
立
学
校
実
習
助
手
採
用
選
考
試
験
を
次
の
要
項
に
よ
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

令
和

３
年

度
大

分
県

立
学

校
実

習
助

手
採

用
選

考
試

験
実

施
要

項

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
教

育
委

員
会

　

１
　

目
的

　
　

大
分

県
立

学
校

実
習

助
手

を
志

望
す

る
者

に
つ

い
て

、
令

和
３

年
度

採
用

に
当

た
っ

て
の

選
考

資
料

と

　
す

る
た

め
、

こ
れ

を
実

施
す

る
。

２
　

求
め

ら
れ

る
実

習
助

手
像

　
　

実
験

又
は

実
習

に
関

す
る

専
門

的
な

事
項

に
つ

い
て

、
教

諭
の

職
務

を
助

け
る

こ
と

の
で

き
る

知
識

と

　
実

践
的

指
導

力
を

も
ち

、
か

つ
、

職
務

に
対

す
る

使
命

感
に

あ
ふ

れ
る

者

３
　

選
考

対
象

、
採

用
予

定
者

数
及

び
職

務
の

内
容

試
験

区
分

採
用

予
定

者
数

職
務

の
内

容

工
業

（
電

気
）

実

習
助

手
１

人
工

業
（

電
気

）
に

関
す

る
実

験
又

は
実

習
に

つ
い

て
、

教
諭

の

職
務

を
助

け
る

。

工
業

（
土

木
）

実

習
助

手
１

人
工

業
（

土
木

）
に

関
す

る
実

験
又

は
実

習
に

つ
い

て
、

教
諭

の

職
務

を
助

け
る

。

農
業

実
習

助
手

２
人

農
業

に
関

す
る

実
験

又
は

実
習

に
つ

い
て

、
教

諭
の

職
務

を
助

け
る

。

合
　

　
計

４
人

　
　

※
　

各
試

験
区

分
に

お
い

て
同

一
の

試
験

を
実

施
す

る
が

、
障

が
い

者
に

つ
い

て
は

願
書

の
記

載
事

項

　
　

　
を

審
査

の
上

、
障

が
い

の
種

類
や

程
度

に
応

じ
た

受
験

上
の

配
慮

を
行

う
。

４
　
受
験
資
格

　
　

次
の

①
か

ら
③

ま
で

の
全

て
の

要
件

を
満

た
す

と
と

も
に

、
試

験
区

分
ご

と
に

④
か

ら
⑥

ま
で

の
い

ず

　
れ

か
の

要
件

を
満

た
す

者
に

限
る

。

　
①

　
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

25年
法

律
第

261号
）

第
16条

の
欠

格
条

項
に

該
当

し
な

い
者

　
②

　
昭

和
45年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

　
③

　
県

内
の

ど
こ

に
で

も
赴

任
で

き
る

者

　
④

　
工

業
（

電
気

）
実

習
助

手
を

志
望

す
る

者
は

、
工

業
に

関
す

る
学

科
の

高
等

学
校

を
卒

業
し

た
者

　
　

（
令

和
３

年
３

月
卒

業
見

込
み

の
者

を
含

む
。

）
又

は
そ

れ
と

同
等

以
上

の
前

記
学

科
に

関
す

る
学

力

　
　

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者

　
⑤

　
工

業
（

土
木

）
実

習
助

手
を

志
望

す
る

者
は

、
工

業
に

関
す

る
学

科
の

高
等

学
校

を
卒

業
し

た
者

　
　

（
令

和
３

年
３

月
卒

業
見

込
み

の
者

を
含

む
。

）
又

は
そ

れ
と

同
等

以
上

の
前

記
学

科
に

関
す

る
学

力

　
　

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者

　
⑥

　
農

業
実

習
助

手
を

志
望

す
る

者
は

、
農

業
に

関
す

る
学

科
の

高
等

学
校

を
卒

業
し

た
者

（
令

和
３

年

　
　

３
月

卒
業

見
込

み
の

者
を

含
む

。
）

又
は

そ
れ

と
同

等
以

上
の

前
記

学
科

に
関

す
る

学
力

を
有

す
る

と

　
　

認
め

ら
れ

る
者

５
　
出
願
等
手
続

　
⑴
　
願
書
受
付
期
間
及
び
提
出
方
法
等

願
　

　
書

受
付

期
間

令
和

２
年

11月
13日

（
金

）
か

ら
同

月
30日

（
月

）
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

日
を

除
く

。
）

　
　

　
提

出
方

法
は

、
次

の
①

又
は

②
と

す
る

。

①
持

参
に

よ
る

　
場

合

・
５

⑵
の

書
類

の
提

出
先

に
持

参
す

る
こ

と
。

・
受

付
時

間
は

、
８

：
30～

17
：

15と
す

る
。

②
郵

送
に

よ
る

　
場

合

・
簡

易
書

留
と

し
、

封
筒

の
表

に
「

実
習

助
手

願
書

在
中

」
と

朱
書

き
す

る
こ

　
と

。



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
七

（
教
育
委
告
示
）

・
令

和
２

年
11月

30日
（

月
）

の
消

印
の

あ
る

も
の

ま
で

有
効

と
す

る
。

　
⑵
　
書
類
の
提
出
先

　
　

　
大

分
市

府
内

町
３

丁
目

10番
１

号
　

大
分

県
庁

舎
別

館
７

階

　
　

　
大

分
県

教
育

庁
　

教
育

人
事

課
　

採
用

試
験

・
免

許
班

　
　

　
郵

便
番

号
　

870－
8503　

　
　

電
話

（
097）

506－
5518

　
⑶
　
提
出
書
類

提
出

物
注

意
事

項
等

①
願

　
　

　
書

・
必

要
事

項
を

記
入

し
、

写
真

を
貼

付
す

る
こ

と
。

②
受

　
験

　
票

・
必

要
事

項
を

記
入

す
る

こ
と

。

③
返

信
用

封
筒

　
２

枚

（
「

受
験

票
送

付
用

」
及

び

「
第

１
次

選
考

結
果

通
知

用
」

）

・
84円

切
手

を
貼

り
、

住
所

、
氏

名
を

明
記

す
る

こ
と

（
宛

　
名

は
「

○
○

様
」

と
す

る
こ

と
。

）
。

・
封

筒
の

規
格

は
、

2
3
.5

cm
×

1
2
cm

（
長

形
３

号
）

、
糊 の

り

　
付

き
封

筒
と

す
る

（
両

面
テ

ー
プ

貼
付

可
）

。

　
　

（
注

意
）

ア
　

必
要

書
類

及
び

記
載

事
項

が
不

備
の

場
合

は
、

受
け

付
け

な
い

こ
と

が
あ

る
。

　
　

　
　

　
　

イ
　

願
書

と
受

験
票

は
切

り
離

さ
な

い
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

ウ
　

願
書

及
び

受
験

票
は

、
大

分
県

教
育

委
員

会
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

（
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.

　
　

　
　

　
　

　
oita.jp

/site/k
y
oik

u
/）

か
ら

も
入

手
で

き
る

。

　
　

　
　

　
　

エ
　

受
験

料
は

不
要

で
あ

る
。

　
　

　
　

　
　

オ
　

障
が

い
等

が
あ

り
、

試
験

場
に

お
い

て
配

慮
を

必
要

と
す

る
受

験
者

は
、

願
書

の
「

受

　
　

　
　

　
　

　
験

上
の

配
慮

」
欄

に
そ

の
旨

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
⑷
　
試
験
区
分
等

　
　
　

出
願

す
る

試
験

区
分

は
、

工
業

（
電

気
）

実
習

助
手

、
工

業
（

土
木

）
実

習
助

手
又

は
農

業
実

習
助

　
　

手
の

い
ず

れ
か

一
つ

と
す

る
こ

と
。

併
願

は
で

き
な

い
。

ま
た

、
出

願
後

の
試

験
区

分
の

変
更

は
認

め

　
　

な
い

。

　
⑸
　
受
験
票
の
交
付

　
　

　
令

和
２

年
12月

７
日

（
月

）
頃

本
人

宛
て

発
送

す
る

。
同

月
11日

（
金

）
を

過
ぎ

て
も

受
験

票
が

届

　
　

か
な

い
場

合
は

、
５

⑵
の

書
類

の
提

出
先

ま
で

連
絡

す
る

こ
と

。

６
　
第
１
次
試
験

　
⑴
　
期
日

　
　

　
令

和
２

年
12月

19日
（

土
）

　
⑵
　
試
験
場

　
　

　
大

分
県

教
育

セ
ン

タ
ー

　
講

堂
（

大
分

市
旦

野
原

847番
地

の
２

）

　
　

　
（

注
意

）
試

験
場

内
及

び
試

験
場

周
辺

は
、

禁
煙

で
あ

る
。

　
⑶
　
日
程
及
び
試
験
内
容

時
　

間
試

験
等

内
　

容
　

等

９
：

00
入

室
完

了
・

試
験

室
に

は
、

８
：

30か
ら

入
室

可

９
：

00～
９

：
20

出
欠

確
認

、
諸

注
意

９
：

20～
10：

20
教

養
試

験
・

基
本

的
な

一
般

教
養

10：
50～

11：
50

専
門

試
験

・
試

験
区

分
に

つ
い

て
の

専
門

的
な

知
識

及
び

技
能

　
　

（
注

意
）

教
養

試
験

及
び

専
門

試
験

に
遅

刻
し

た
場

合
は

、
試

験
開

始
後

30分
以

内
の

遅
刻

に
限

り
、

　
　

　
　

　
受

験
を

認
め

る
。

　
⑷
　
携
行
品携

行
品

注
意

事
項

等

①
受

験
票

②
筆

記
用

具
・

黒
鉛

筆
又

は
シ

ャ
ー

プ
ペ

ン
シ

ル
（

Ｈ
Ｂ

程
度

）
、

消
し

ゴ
ム

③
時

　
　

計
・

計
時

機
能

だ
け

の
も

の
に

限
る

。

　
⑸
　
選
考
結
果

　
　

①
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
数

は
、

採
用

予
定

者
数

の
３

倍
（

採
用

予
定

者
数

が
１

人
の

場
合

は
４

　
　

　
倍

）
と

す
る

。

　
　

　
　

な
お

、
合

格
ラ

イ
ン

の
範

囲
内

で
あ

っ
て

も
成

績
が

著
し

く
低

い
場

合
に

は
合

格
者

と
し

な
い

。

　
　

　
※

　
合

格
ラ

イ
ン

：
採

用
予

定
者

数
の

３
倍

（
採

用
予

定
者

数
が

１
人

の
場

合
は

４
倍

）

　
　

　
※

　
成

績
が

著
し

く
低

い
場

合
：

第
１

次
試

験
の

得
点

率
が

40％
（

150点
満

点
中

60点
）

以
下

に

　
　

　
　

該
当

す
る

場
合

　
　

②
　

第
１

次
試

験
の

結
果

は
、

令
和

２
年

12月
28日

（
月

）
（

予
定

）
午

前
９

時
、

大
分

県
庁

舎
本

館

　
　

　
１

階
の

県
政

掲
示

板
（

県
民

室
横

）
に

第
１

次
試

験
の

合
格

者
の

受
験

番
号

を
掲

示
す

る
と

と
も

　
　

　
に

、
別

途
受

験
者

全
員

宛
て

文
書

で
通

知
す

る
。

　
　

　
　

ま
た

、
第

１
次

試
験

の
合

格
者

の
受

験
番

号
は

、
大

分
県

教
育

委
員

会
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
八

（
教
育
委
告
示
・
公
告
）

　
　

　
（

h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/site/k

y
oik

u
/）

に
も

掲
載

す
る

。

　
　

③
　

第
１

次
試

験
の

教
養

試
験

及
び

専
門

試
験

の
「

正
解

・
配

点
」

を
大

分
県

教
育

委
員

会
の

ホ
ー

ム

　
　

　
ペ

ー
ジ

（
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/site/k

y
oik

u
/）

に
掲

載
す

る
。

７
　

第
２

次
試

験

　
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

第
２

次
試

験
を

実
施

す
る

。

　
　

な
お

、
日

程
等

の
詳

細
は

、
第

１
次

試
験

結
果

通
知

の
際

に
通

知
す

る
。

　
⑴

　
期

日

　
　

　
令

和
３

年
１

月
29日

（
金

）

　
⑵

　
試

験
場

　
　

　
大

分
県

教
育

セ
ン

タ
ー

（
詳

細
は

、
第

１
次

試
験

結
果

通
知

の
際

に
通

知
す

る
。

）

　
　

　
（

注
意

）
試

験
場

内
及

び
試

験
場

周
辺

は
、

禁
煙

で
あ

る
。

　
⑶

　
試

験
内

容

試
　

験
内

　
容

　
等

面
　

接
　

Ⅰ
職

務
に

関
す

る
口

頭
試

問

面
　

接
　

Ⅱ
人

物
評

価
に

関
す

る
個

人
面

接

　
⑷

　
選

考
結

果

　
　

　
第

２
次

試
験

の
結

果
は

、
令

和
３

年
２

月
８

日
（

月
）

（
予

定
）

午
前

９
時

、
大

分
県

庁
舎

本
館

１

　
　

階
の

県
政

掲
示

板
（

県
民

室
横

）
に

第
２

次
試

験
の

合
格

者
の

受
験

番
号

を
掲

示
す

る
と

と
も

に
、

別

　
　

途
受

験
者

全
員

宛
て

文
書

で
通

知
す

る
。

　
　

　
ま

た
、

第
２

次
試

験
の

合
格

者
の

受
験

番
号

は
、

大
分

県
教

育
委

員
会

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ

　
　

（
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/site/k

y
oik

u
/）

に
も

掲
載

す
る

。

　
　

　
な

お
、

採
用

予
定

数
内

で
あ

っ
て

も
、

第
２

次
試

験
の

成
績

が
著

し
く

低
い

場
合

は
、

合
格

者
と

し

　
　

な
い

。

　
　

※
　

成
績

が
著

し
く

低
い

場
合

：
第

２
次

試
験

の
得

点
率

が
40％

（
250点

満
点

中
100点

）
以

下
に

該

　
　

　
当

す
る

場
合

８
　

各
試

験
の

配
点

試
　

験
第

１
次

試
験

（
150点

）
第

２
次

試
験

（
250点

）

教
養

試
験

専
門

試
験

面
接

Ⅰ
面

接
Ⅱ

配
　

点
50点

100点
100点

150点

　
　

（
注

意
）

第
２

次
試

験
の

合
格

者
は

、
第

１
次

試
験

及
び

第
２

次
試

験
の

総
合

成
績

に
よ

り
決

定
す

　

　
　

　
　

　
る

。

９
　

得
点

等
の

送
付

・
開

示

　
　

受
験

者
全

員
に

対
し

て
、

第
１

次
試

験
及

び
第

２
次

試
験

の
得

点
及

び
総

合
点

を
、

各
試

験
の

結
果

の

　
通

知
と

と
も

に
送

付
す

る
。

10　
合

格
者

の
行

う
手

続

　
　

第
２

次
試

験
の

合
格

者
は

、
指

定
す

る
日

ま
で

に
健

康
診

断
書

（
所

定
用

紙
）

を
提

出
す

る
こ

と
。

詳

　
細

は
、

第
２

次
試

験
合

格
者

に
対

し
て

通
知

す
る

。

11　
採

用

　
⑴

　
選

考
試

験
の

合
格

者
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
付

け
で

採
用

す
る

。

　
⑵

　
選

考
試

験
の

合
格

者
で

あ
っ

て
も

、
大

分
県

教
育

関
係

職
員

健
康

診
断

審
査

会
の

結
果

、
「

就
労

不

　
　

可
」

と
判

断
さ

れ
た

場
合

は
採

用
し

な
い

。

　
⑶

　
願

書
等

の
記

載
事

項
に

虚
偽

が
あ

っ
た

場
合

や
、

実
習

助
手

と
し

て
ふ

さ
わ

し
く

な
い

非
違

行
為

が

　
　

あ
っ

た
場

合
は

、
合

格
を

取
り

消
す

こ
と

が
あ

る
。

12　
そ

の
他

　
⑴

　
携

帯
電

話
等

は
、

試
験

場
内

で
は

電
源

を
切

り
、

か
ば

ん
等

に
入

れ
て

お
く

こ
と

。

　
⑵

　
過

去
の

試
験

問
題

等
は

、
以

下
の

場
所

で
公

開
し

て
い

る
。

　
　

　
大

分
県

情
報

セ
ン

タ
ー

（
大

分
県

庁
舎

本
館

１
階

）
　

電
話

　
（

097）
506－

2285

　
　

　
郵

便
番

号
　

870－
8501　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号

　
　

　
問

合
せ

　
　

９
:00～

17:00（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

祝
日

を
除

く
。

）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

事　
　
　
　

業　
　
　
　

名

着 

手 

年 

月 

日

完 

了 

年 

月 

日

県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

（
鷲
野
尾
池
地
区
）

平
二
六
・　

六
・
一
九

令　

二
・　

一
・
二
九

　
　
　
　
　
　
　



令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
報

一
九

（
公
告
・
正
誤
）

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林

予
定
森
林
の
属
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

所　

在　

の　

不　

分　

明　

な　

者　

の　

氏　

名

掲　

示　

場　

所

小
笠　

新
市

中
津
市
役
所

二　

通
知
の
要
旨

　
　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
予
定
に
係
る
通
知
が
あ
っ
た

　

た
め
、
令
和
二
年
十
月
六
日
付
け
大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
号
に
よ
り
行
っ
た
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に

　

よ
る
通
知

○
正
　
　
　
　
　
誤

　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
一
一
八
）
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
）
中
の
訂
正

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

一
六

上

左
か
ら
七

随
雲
寺
④

掛
地
（
金
吉
）

一
六

上

左
か
ら
四

大
島

金
吉


